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伊佐市農業委員会第 4 回総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年７月 30 日（木）午前 9 時 00 分から 9 時 45 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （21 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

4 番委員 10 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

5 番委員 11 番委員 2 番推進委員 11 番推進委員

6 番委員 12 番委員 3 番推進委員 12 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 14 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 15 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員

     

４．欠席委員  （5 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ４番委員   ５番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農地付き空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解 

除）について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

議案第７号「農地付き空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指 

定）について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和２年度 第４回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

長い梅雨が月曜日に明けたということで、気象庁からの報告がありまし

が、伊佐地区では山野地区が相当な被害を受けられています。お見舞いを

申し上げたいと思います。この災害に負けないように頑張っていただけれ

ばありがたいです。 

今、皆さんにはマスクを着けてもらっていますが、非常に感染者の方々

が日に日に多くなってきています。残念なことに伊佐市の方でも１名の方

が感染をされましたが、１名から２名、３名と今の所増えておりません。 

１名で抑えられているということですので、皆さんコロナについては非

常に気を付けて活動をしていただければありがたいです。 

また、利用状況調査についても７月から始まっているわけですが、梅雨

が上がり非常に暑くなっております。体だけは十分気をつけて水分だけは

必ず取り、熱中症対策に努めてください。 

本日は２番農業委員が欠席で出席人数は１０名で、規定に達しておりま

すので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

４番農業委員と５番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

の１ページから６ページまで、農業経営基盤強化促進法による解約が２１

件、田５６筆、畑１筆、合計５７筆です。以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第1号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」貸借に係る

意見決定について説明いたします。 

１９ページの総括表をご覧ください。 

期間は１年から２０年で、面積は田１１１,７１８㎡、畑３８，５４６

㎡の計１５０,２６４㎡です。利用権を設定する者の数５７名、利用権の

設定を受ける者の数３７名です。 

土地の詳細につきましては、７ページ番号１から１８ページ番号６３の

とおりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番から３番まで一括で報告をお願いします。 

質問される方は、全ての報告終了後お願いいたします。 
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１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る７月２０日に現地調査をいたしましたの

で、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＳＭさんは、霧島市隼人町に居住され、年齢は４１歳です。 

渡し人 ＯＫさんは、姶良市西餅田に居住され、年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字東水流１１６０番４で、地目は田、地積は

３，３４５㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は今回の取得分３，３４５㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は２名で、通作距離は約５０kｍで、現況は良く管理され

た農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号２番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る７月２２日に現地調査をいたしましたの

で、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＵＫさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、千葉県香取市津宮に居住され、年齢は５９歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字川原田１１８番で、地目は田、地積は３２

８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、３，９９８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．５kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号３番について、４番農業委員の報告を求めます。 
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４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る７月１９日に現地調査をいたしましたの

で、私４番が報告いたします。 

申請人 ＳＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は６３歳です。 

渡し人 ＩＫさんは、大阪市住吉区帝塚山西に居住され、年齢は６３歳

です。 

申請地は、伊佐市大口針持字瀬戸口１９２９番で、地目は田、地積は１，

４５４㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は８２，０９７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は約０．４kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から整理番号３番について、許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から整理番号３番については許可が決定いたしま

した。 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数３件について、３件の許可が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解

除）について、事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

  

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第３号「農地付空き家・空き店舗バンク」による農地法第３条第２

項第５号の下限面積（地番解除）について、ご説明いたします。 

 平成３１年３月総会において、特例農地として地番指定された当該申請

地について、申請者より別段面積及び区域の指定取り消し申出書が提出さ

れたので、指定解除を行いたいと思います。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番解除）について、

決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第３号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地

番解除）ついて決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、去る７月２２日、申請人の相続人である 

Ｔさん立会いのもと、１２番推進委員、１５号番推進委員、私６番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

 申請人 故ＮＳさんは、伊佐市大口田代に居住されていました。 

申請地は、伊佐市大口田代字山ノ神１７２８番３外４筆で、地目は田３

筆、地積は４，２７７㎡と、畑１筆、地積は１，０９５㎡の５筆合計で５，

３７２㎡です。 

当申請は、昨年１０月に農振除外があり、今回川内川の河川改修のため

の捨土を貰い、埋め立てて自治会のグラウンドゴルフ場に整備するもの
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

 

  

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

で、農地区分は第２種農地その他の農地となっております。 

 所在地は羽月西小学校から北へ約１．５ｋｍに位置し、東側は山林、西

側も山林、南側も山林、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと思

われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されており

ます。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１件について、１件が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について去る７月２２日、譲渡人の子である 

ＯＮさん立会いのもと、７番推進委員、１３番推進委員、私５番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口下殿に居住されている ＳＨさんで、年齢は９０
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口下殿に居住されている ＯＩさんで、年齢は６６

歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字下円通寺原２９８番１、地目は田、地積は

２２７㎡です。 

転用目的は宅地拡張としての利用で、農地区分は第１種農地で、所有権

移転贈与であります。 

所在地は、伊佐市文化会館から北へ約１００ｍに位置しており、東側は

雑種地、西側は宅地、南側は道路、北側は畑で周囲に与える影響はないと

思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されており

ます。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番、３番については、譲受人が同一で関連事業のため、一括

で報告をお願いします。４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番、３番については、事業目的及び申請人が同一

のため一括で報告いたします。 

去る７月２２日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、４番推進
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議 長 

 

 

委員、１１番推進委員、私４番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

４番が報告いたします。 

譲受人は、大阪市中央区道修町一丁目に所在する 株式会社Ｅ 代表取

締役 ＫＫさんで一般法人です。 

整理番号２番の譲渡人は、伊佐市大口宮人に居住されている ＴＴさん

で、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字新開原９７９番３外１筆で、地目は畑、地

積は合計１，８９５㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、新曽木大橋から北西へ約６００ｍに位置しており、西側は太

陽光発電施設、南側は宅地、北側、東側は道路で周囲に与える影響はない

と思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３２４枚、設置容量１０２．６

６ｋＷを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委任

状等が添付されております。 

整理番号３番の譲渡人は、伊佐市大口大田に居住されている ＴＮさん

外1名で、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字新開原９９２番１筆で、地目は畑、地積は

合計１，２４８㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、新曽木大橋から北西へ約６００ｍに位置しており、西側は畑、

南側も畑、北側は道路、東側は畑で周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３２４枚、設置容量１０２．０

６ｋＷを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委任

状等が添付されております。 

調査の結果、この２件の申請については３名の調査員の意見において適

切であると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願

いいたします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番、３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番、３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る７月２２日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、１３番農業委員、８番推進委員、私１０番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている ＫＴさんで、年齢は３０

歳です。 

譲渡人は、埼玉県川越市大字小ケ谷に居住されている ＳＲさんで、年

齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島２２８１番１で、地目は田、地積は

４８２㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第３種農地、所有権移転売買であり

ます。 

所在地は、大口高校から北西へ約７００ｍに位置し、南側は宅地、東側

は道路、北側は田、西側は宅地で周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付さ

れております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号５番について、去る７月２２日、申請人の代理人 Ｋ

行政書士立会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委員、私６番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口曽木に所在する 社会福祉法人 Ｈ福祉会 理事

長 ＴＡさんで、社会福祉法人です。 

譲渡人は、薩摩川内市宮崎町に居住されている ＥＨさんで、年齢は６

８歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字下之馬場１２８２番１で、地目は畑、地積

は６４２㎡です。 

転用目的は福祉施設作業所で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、曽木小学校より北へ約５００ｍに位置しており、南側は竹林、

東側は宅地、北側は市道、西側は宅地で周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付さ

れております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号６番について、去る７月２２日、申請人の代理人 Ｕ

行政書士立会いのもと、３番推進委員、９番推進委員、私１１番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、横浜市港北区新横浜に所在する Ｎ株式会社 代表取締役 

ＴＫさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＭＫさんで、年齢は７１

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字松ケ迫１７４６番１で、地目は畑、地積は

９３８㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、湯之尾小学校から北東へ約１．２ｋｍに位置し、東側は太陽

光発電施設、西側は畑、南側も畑、北側は道路で周囲に与える影響はない

と思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数５４０枚、設置容量９１．８ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委任

状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号７番について、去る７月２２日、申請人の代理人 Ｎ

行政書士立会いのもと、３番推進委員、９番推進委員、私１１番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県鞍手郡鞍手町中山に居住されている ＳＫさんで、年

齢は５５歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＭＭさんで、年齢は６９

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字松峰９６５番５で、地目は畑、地積は３，

３２２㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買であります。 

所在地は、南九州変電所から南へ約１００ｍに位置し、南側は太陽光発

電施設、東側は原野、北側は道路、西側は太陽光発電施設で周囲に与える

影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付さ

れております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数７件について、７件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、５番農業業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号非農地証明願についてのうち、整理番号１番につきまして、

去る７月２２日、事務局立ち合いのもと、７番推進委員、１３番推進委員、

私５番農業業委員の３名で共同調査を行いましたので、５番が報告いたし

ます。 

申請人 ＡＫさんは、伊佐市大口小木原に居住されています。  

申請地は、伊佐市大口小木原字端山下６８８番１５８、地目は畑、地積

は９２８㎡です。 

所在地は、十曽青少年旅行村より南西へ約５００ｍに位置し、東側は宅

地、西側は畑、南側は畑、北側は道路となっています。 

非農地になった時期及び理由としては、平成１９年月日不詳で、周囲が

原野化し鳥獣被害が多く生産性が低くなり耕作できなくなったことによ

るもので、現況は伐木雑草となっております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わり

ます。 

 

５番農業業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号１番について、１０番農業業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号非農地証明願についてのうち、整理番号２番につきまして、

去る７月２２日、申請人代理人 Ｔ行政書士立ち合いのもと、１３番農業

委員、８番推進委員、私１０番農業業委員の３名で共同調査を行いました

ので、１０番が報告いたします。 

申請人 ＴＨさんは、神奈川県倉敷市稲村ガ埼に居住されています。  

申請地は、伊佐市大口原田字水ノ手９７２番１、地目は畑、地積は４６

９㎡です。 

所在地は、伊佐市役所大口庁舎より東へ約５００ｍに位置し、北側は宅

地、東側も宅地、西側は山林、南側も山林となっています。 

非農地になった時期及び理由としては、平成元年月日不詳で、車庫を建

設し現在に至っています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、すでに

車庫が建っており農地性は喪失し、農地への復旧は困難であると判断しま

した。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わり

ます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１０番農業業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号「非農地証明願」について２件申請のうち２件の許可が決定

いたしました。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について提案いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

議案第７号「農地付空き家・空き店舗バンク」による農地法第３条第２

項第５号の下限面積（地番指定）について、事務局よりご説明いたします。 

番号１番の申請人 ＳＲさんは市外住民です。 

申請地は伊佐市大口里字竿境２２１３番２外１筆、地目は田、地積は合

計１，０５７㎡で、大口高校から西へ約５００ｍに位置し、現在は自己保

全管理された農地です。 

添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規定により特例農

地の区域指定として何ら問題はないものと思われます。 

委員皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番指定）について決

定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番指定）につ

いて決定いたしました。 

 

その他についてですが、私から１つ提案があります。 

今、非農地証明願については、皆さんに現地調査をしてもらっているわ

けですが、委員の人数も減ってきて報告も大変かと思いますので、事務局

も多忙なんですが、現地調査には前もって行きますので、報告も事務局に

して頂いて、皆さんで協議してもらうということを総会前に事務局にお願

いしたところです。 

皆様方がそれでいいということであれば、事務局には内諾を得ておりま

すのでいかがでしょうか。 

 

（「それでいいです。」いう声あり。） 

 

それでは８月から、事務局で現地調査、総会での報告していただき、皆

さんで協議していただくという方向に変えさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。７月の月例報告をします。 

６日、７月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２２日、現地調査を一斉にしております。３０日、本日ですが第４回農

業委員会総会です。 

８月の行事予定ですが、５日に８月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２４日が現地調査です。２８日が第５回農業委員会総会です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

以上で、令和２年度 第４回農業委員会総会を終わります。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     ４  番     

                   

伊佐市農業委員     ５  番    

 

 

 

 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前９時４５分】 

 

 

  

 


